
森林管理署では、伐採（間伐）、造林・育林（地拵･植付･下
刈･除伐ほか）、病虫獣害防除、林道整備、治山事業を行って
います。
各事業の発注に関する知見を提供できます。
※森林環境譲与税の活用については16「森林環境譲与税を活用したい」をご確認ください。

森林環境譲与税などを使った森林整備事業を発注したいので、
事業の発注方法を知りたい

５ 事業の発注方法を知りたい

発注者は、間伐木
を選定し、太さや
高さを調査します。

請負者は間伐を実行し、発
注者は事業の監督を行いま
す。

○保育間伐事業の発注例

林野庁では、森林整備事業に対する支援、関係通
知についてHPで公開しています。また各都県で
補助事業の積算で使用する単価を設定しています
ので、各都県へお問合せください。

森林整備事業に関する情報については
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_seibi/
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